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Ｊ-ＳａａＳポータル利用規約 

 

第１章 総則 

 

（利用規約の適用） 

第１条 富士通株式会社（以下「当社」といいます。）は、この利用規約（以下単に「利用

規約」といいます。）に基づき、本サービスを提供します。 

 ２．利用規約と個別の利用契約の規定が異なるときは、個別の利用契約の規定が利用規

約に優先して適用されるものとします。 

 

（定義） 

第２条 利用規約においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。 

（１） 本サービス 利用規約に基づき当社がＪ－ＳａａＳにて、契約者に提供する

別紙Ａ所定のＪ－ＳａａＳポータルサービス 

（２） 契約者 利用規約に基づく利用契約を当社と締結し、本サービスの提供を受

ける者 

（３） 利用契約 利用規約に基づき当社と契約者との間に締結される本サービスの

提供に関する契約 

（４） 利用契約等 利用契約及び利用規約 

（５） 契約者設備 本サービスの提供を受けるため契約者等が設置するコンピュー

タ、電気通信設備その他の機器及びソフトウェア 

（６） 本サービス用設備 本サービスを提供するにあたり、当社が設置するコンピ

ュータ、電気通信設備その他の機器及びソフトウェア 

（７） 本サービス用設備等 本サービス用設備及び本サービスを提供するために当

社が電気通信事業者より借り受ける電気通信回線 

（８） 消費税等 消費税法及び同法に関連する法令の規定に基づき課税される消費

税の額並びに地方税法及び同法に関連する法令の規定に基づき課税される地

方消費税の額その他契約者が支払に際して負担すべき公租公課 

（９） ユーザＩＤ 契約者とその他の者を識別するために用いられる符号 

（１０） パスワード ユーザＩＤと組み合わせて、契約者とその他の者を識別するた

めに用いられる符号 

（１１） 認定利用者 当社が契約者の関連会社（契約者と出資、人事、資金又は技術

等に関する継続的な関係を有する会社）又は取引先（仕入先若しくは得意先

その他契約者と継続的な契約関係を有する者）と認定し、利用契約等に基づ

き本サービスの利用を承諾した者 

（１２） 契約者等 契約者及び認定利用者 

 

（通知） 

第３条 当社から契約者への通知は、利用契約等に特段の定めのない限り、通知内容を電子

メール、書面又は当社のホームページに掲載するなど、当社が適当と判断する方法によ

り行います。  

 ２．前項の規定に基づき、当社から契約者への通知を電子メールの送信又は当社のホー

ムページへの掲載の方法により行う場合には、契約者に対する当該通知は、それぞれ電

子メールの送信又はホームページへの掲載がなされた時点から効力を生じるものとし

ます。 

 

（利用規約の変更）  

第４条 当社は、利用規約を随時変更することがあります。なお、この場合には、契約者

の利用条件その他利用契約の内容は、変更後の新利用規約を適用するものとします。  
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 ２．当社は、前項の変更を行う場合は、３０日間の予告期間をおいて、変更後の新利用

規約の内容を契約者に通知するものとします。 

  

（権利義務譲渡の禁止） 

第５条 契約者は、あらかじめ当社の書面による承諾がない限り、利用契約上の地位、利

用契約に基づく権利又は義務の全部又は一部を他に譲渡してはならないものとします。 

 

（合意管轄） 

第６条 契約者と当社の間で訴訟の必要が生じた場合には、東京地方裁判所をもって合意

による専属管轄裁判所とします。 

 

（準拠法） 

第７条 利用契約等の成立、効力、履行及び解釈に関する準拠法は、日本法とします。 

 

（協議等）  

第８条 利用契約等に規定のない事項及び規定された項目について疑義が生じた場合は両

者誠意をもって協議の上解決することとします。なお、利用契約等の何れかの部分が無

効である場合でも、利用契約等全体の有効性には影響がないものとし、かかる無効の部

分については、当該部分の趣旨に最も近い有効な規定を無効な部分と置き換えるものと

します。 

 

第２章 契約の締結等 

 

（利用契約の締結等） 

第９条 利用契約は、本サービスの利用申込者が、当社所定の方法に従いＪ－ＳａａＳポ

ータル上の入力フォームに必須事項を入力する等の利用申し込み手続きを行い、当社が

これに対し当社所定の方法により承諾の通知を発信したときに成立するものとします。

なお、本サービスの利用申込者は、利用規約の内容を承諾の上、かかる申込を行うもの

とし、本サービスの利用申込者が申込を行った時点で、当社は、本サービスの利用申込

者が利用規約の内容を承諾しているものとみなします。 

 ２．利用契約の変更は、契約者が当社所定の方法に従いＪ－ＳａａＳポータル上の入力

フォームに必須事項を入力する等の利用変更申し込み手続きを行い、当社がこれに対し

当社所定の方法により承諾の通知を発信したときに成立するものとします。 

 ３．当社は、前各項その他利用規約の規定にかかわらず、本サービスの利用申込者及び

契約者が次の各号のいずれかに該当する場合には、利用契約又は利用変更契約を締結し

ないことができます。 

（１） 本サービスに関する金銭債務の不履行、その他利用契約等に違反したことを

理由として利用契約を解除されたことがあるとき 

（２） 利用申込書又は利用変更申込書に虚偽の記載、誤記があったとき又は記入も

れがあったとき 

（３） 金銭債務その他利用契約等に基づく債務の履行を怠るおそれがあるとき 

（４） その他当社が不適当と判断したとき 

 

（認定利用者による利用） 

第１０条 契約者は、当社があらかじめ書面又は当社所定の方法により承諾した場合、認

定利用者に本サービスを利用させることができるものとします。この場合、契約者は、

認定利用者による利用を自己の利用とみなされることを承諾するとともに、かかる利用

につき一切の責任を負うものとします。 

 

（変更通知） 
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第１１条 契約者は、その商号若しくは名称、本店所在地若しくは住所、連絡先その他利

用申込書の契約者にかかわる事項に変更があるときは、当社の定める方法により変更予

定日の３０日前までに当社に通知するものとします。 

 ２．当社は、契約者が前項に従った通知を怠ったことにより契約者が通知の不到達その

他の事由により損害を被った場合であっても、一切責任を負わないものとします。 

 

（一時的な中断及び提供停止） 

第１２条 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、契約者への事前の通知又は

承諾を要することなく、本サービスの提供を中断することができるものとします。 

（１） 本サービス用設備等の故障により保守を行う場合 

（２） 運用上又は技術上の理由でやむを得ない場合 

（３） その他天災地変等不可抗力により本サービスを提供できない場合 

 ２．当社は、本サービス用設備等の定期点検を行うため、契約者に事前に３０日前まで

に通知の上、本サービスの提供を一時的に中断できるものとします。 

 ３．当社は、契約者が第１６条（当社からの利用契約の解約）第１項各号のいずれかに

該当する場合又は契約者が利用料金未払いその他利用契約等に違反した場合には、契約

者への事前の通知若しくは催告を要することなく本サービスの全部又は一部の提供を

停止することができるものとします。 

 ４．当社は、前各項に定める事由のいずれかにより本サービスを提供できなかったこと

に関して契約者等又はその他の第三者が損害を被った場合であっても、一切責任を負わ

ないものとします。 

 

（利用期間） 

第１３条 本サービスの利用期間は、契約締結日から１２か月間とします。ただし、当社

が定める方法により期間満了３０日前までに契約者又は当社から別段の意思表示がな

いときは、利用契約は期間満了日の翌日からさらに１年間自動的に更新されるものとし、

以後もまた同様とします。 

 ２．当社は、本サービスの利用期間満了の３０日前までに、契約者に利用契約の変更内

容を通知することにより、更新後における本サービスの種類、内容及び利用料金その他

利用契約内容を変更することができるものとします。 

 

（最短利用期間） 

第１４条 本サービスの最短利用期間は、契約者に本サービスの提供を開始した日から起

算して１か月間とします。 

 ２．契約者は、前項の最短利用期間内に利用契約の解約を行う場合は、第１５条（契約

者からの利用契約の解約）に従うことに加え、当社が定める期限までに、解約日以降最

短利用期間満了日までの残余の期間に対応する利用料金に相当する額及びその消費税

相当額を一括して当社に支払うものとします。 

 

（契約者からの利用契約の解約） 

第１５条 契約者は、解約希望日の３０日前までに当社が定める方法により当社に通知す

ることにより、解約希望日をもって利用契約を解約することができるものとします。な

お、解約希望日の記載のない場合又は解約希望通知到達日から解約希望日までの期間が

３０日未満の場合、解約希望通知が当社に到達した日より３０日後を契約者の解約希望

日とみなすものとします。 

 ２．契約者は、前項に定める通知が当社に到達した時点において未払いの利用料金等又

は支払遅延損害金がある場合には、直ちにこれを支払うものとします。 

 

（当社からの利用契約の解約） 

第１６条 当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当すると判断した場合、契約者への
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事前の通知若しくは催告を要することなく利用契約の全部若しくは一部を解約するこ

とができるものとします。 

（１） 手形又は小切手が不渡りとなったとき 

（２） 差押え、仮差押え、仮処分若しくは競売の申し立てがあったとき、又は、租

税滞納処分を受けたとき 

（３） 破産手続開始、特定調停手続き開始、会社更生手続開始若しくは民事再生手

続開始その他これらに類似する倒産手続き開始の申し立てがあったとき、又

は、清算に入ったとき 

（４） 解散又は事業の全部若しくは重要な一部を第三者に譲渡しようとしたとき 

（５） 監督官庁から営業の取消・停止処分等を受けたとき、又は、転廃業しようと

したとき 

（６） 本規約に基づく債務を履行せず、相手方から相当の期間を定めて催告を受け

たにもかかわらず、なおその期間内に履行しないとき 

（７） 当社への通知内容等に虚偽があったことが判明した場合 

（８） その他本規定を遵守しないとき 

 ２．契約者は、前項による利用契約の解約があった場合には、当然に期限の利益を失い、

当社に対して負担する一切の金銭債務を直ちに弁済するものとします。 

 

（本サービスの廃止等） 

第１７条 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、本サービスの全部又は一部を廃

止するものとし、廃止日をもって利用契約の全部又は一部を解約することができるもの

とします。 

（１） 廃止日の１２か月前までに契約者に通知した場合 

（２） 天災地変等不可抗力により本サービスを提供できない場合 

 ２．前項に基づき本サービスの全部又は一部を廃止する場合、当社は、既に支払われて

いる利用料金等のうち、廃止する本サービスについて提供しない日数に対応する額を日

割計算にて契約者に返還するものとします。 

 

（契約終了後の処理） 

第１８条 契約者は、利用契約が終了した場合、本サービスの利用にあたって当社から提

供を受けた機器、ソフトウェア及びそれに関わる全ての資料等（当該ソフトウェア及び

資料等の全部又は一部の複製物を含みます。以下同じとします。）を利用契約終了後直

ちに当社に返還し、契約者設備などに格納されたソフトウェア及び資料等については、

契約者の責任で消去するものとします。 

 ２．当社は、利用契約が終了した場合、本サービスの利用にあたって契約者から提供を

受けた資料等（資料等の全部又は一部の複製物を含みます。以下同じとします。）を利

用契約終了後直ちに契約者に返還し、本サービス用設備などに記録された資料等につい

ては、当社の責任で消去するものとします。 

 

第３章 サービス 

 

（本サービスの種類と内容） 

第１９条  当社が一般的に提供する本サービスの種類及びその内容は、別紙Ａに定めると

おりとし、契約者が具体的に利用できる本サービスの種類は、利用契約にて定めるもの

とします。 

 ２．当社は、本サービスの種類及びその内容を変更することがあります。このとき、契

約者は、当該サービスの種類及びその内容の変更があることを了承するものし、本サー

ビスの種類及び内容は、変更後の内容となるものとします。 

 ３．当社は、前項の変更を行う場合は３０日間の予告期間をおいて、変更後の本サービ

スの種類及びその内容を契約者に通知するものとします。 
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 ４．契約者は、以下の事項を含む本利用規約の内容を了承の上、本サービスを利用する

ものとします。 

（１） 本サービスに当社に起因しない不具合が生じる場合があること 

（２） 当社に起因しない本サービスの不具合については、当社は、一切その責を免

れること 

 ５．本サービスの内容は利用契約で定めるものとし、次の各号については、利用契約に

おいて、明示的に追加されている場合を除き、契約者へ提供されないものとします。 

（１） ソフトウェア及びハ－ドウェアに関する問い合わせ並びに障害対応等 

（２） 磁気テープ媒体、フロッピィディスク媒体、インクリボン、用紙等の消耗品

の供給 

（３） 本サービスにかかるデータの内容、変更等に関する問合せ 

 ６．契約者は、利用契約等に基づいて、本サービスを利用することができるものであり、

本サービスに関する知的財産権その他の権利を取得するものでないことを承諾します。 

 

（本サービスの提供区域） 

第２０条 本サービスの提供区域は、利用契約等で特に定める場合を除き、日本国内に限

定されるものとします。 

 

（サポート） 

第２１条 当社は、別紙Ａに定めるサポートサービスを利用契約に基づき契約者に対して

提供するものとします。 

 

（再委託） 

第２２条 当社は、契約者に対する本サービスの提供に関して必要となる業務の全部又は

一部を当社の判断にて第三者に再委託することができます。この場合、当社は、当該再

委託先（以下「再委託先」といいます。）に対し、第３９条(秘密情報の取り扱い)及び

第４０条（個人情報の取り扱い）のほか当該再委託業務遂行について利用契約等所定の

当社の義務と同等の義務を負わせるものとします。 

 

第４章 利用料金 

 

（本サービスの利用料金、算定方法等） 

第２３条 本サービスの利用料金、算定方法等は、別紙Ｂの料金表に定めるとおりとしま

す。 

 ２．当社は、本サービスの利用料金、算定方法等を、変更することがあります。このと

き、契約者は、利用料金、算定方法の変更があることを了承するものとし、本サービス

の利用料金は、当該変更後の内容となるものとします。 

 ３．当社は、前項の変更を行う場合は、３０日間の予告期間をおいて、変更後の新利用

料金、新算定方法等の内容を契約者に通知するものとします。 

  

（利用料金の支払義務） 

第２４条 契約者は、利用契約が成立した日から起算して利用契約の終了日までの期間（以

下「利用期間」という。）について、別紙Ｂの料金表に定める利用料金及びこれにかか

る消費税等を利用契約等に基づき支払うものとします。なお、契約者が本条に定める支

払を完了しない場合、当社は、第１２条（一時的な中断及び提供停止）第３項の定めに

従い、本サービスの提供を停止することができるものとします。 

 ２．利用期間において、第１２条(一時的な中断及び提供停止)に定める本サービスの提

供の中断、停止その他の事由により本サービスを利用することができない状態が生じた

ときであっても、契約者は、利用期間中の利用料金及びこれにかかる消費税等の支払を

要します。ただし、定額制又は基本料金制（従量制と併用される料金制度で利用のいか
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んにかかわらず一定額の支払を要するものを意味します。以下同じとします。）を含む

料金制による本サービスの利用について当社の責に帰すべき事由により本サービスを

全く利用できない状態（以下「利用不能」といいます。）が２４時間以上となる場合、

利用不能の日数（１日未満は切り捨て）に対応する当該料金制の利用料金及びこれにか

かる消費税等については、この限りではありません。 

 

（利用料金の支払方法） 

第２５条 契約者は、本サービスの利用料金及びこれにかかる消費税等を、次の各号のい

ずれかの方法で支払うものとします。なお、次の各号の支払に必要な振込手数料その他

の費用は、契約者の負担とします。 

（１） Ｐａｙ－ｅａｓｙにより決済する場合、当社が指定する収納代行事業者から

の請求書に従い当社が指定する期日までに当社の指定する方法により、当社

が指定する金融機関に支払うものとします。 

（２） クレジットカードにより決済する場合、購入時に契約者が指定したクレジッ

トカード事業者からの請求書等に従い、クレジットカード事業者が指定する

期日までにクレジットカード事業者の指定する方法により、クレジットカー

ド事業者が指定する金融機関に支払うものとします。 

 ２．契約者と前項の収納代行事業者、クレジットカード事業者もしくは金融機関との間

で利用料金の決済をめぐって紛争が発生した場合、契約者が自らの責任と負担で解決す

るものとし、当社は一切の責任を負わないものとします。 

 

（支払遅延損害金）  

第２６条 契約者が、本サービスの利用料金その他の利用契約等に基づく債務を所定の支

払期日が過ぎてもなお履行しない場合、契約者は、所定の支払期日の翌日から支払日の

前日までの日数に、年１４．６％の利率で計算した金額を支払遅延損害金として、本サ

ービスの料金その他の債務と一括して、当社が指定する期日までに当社の指定する方法

により支払うものとします。  

 ２．前項の支払に必要な振込手数料その他の費用は、契約者の負担とします。 

 

第５章 ショップ事業者との取引 

 

（ショップ事業者との取引） 

第２７条 当社は、Ｊ－ＳａａＳポータルで、契約者が、Ｊ－ＳａａＳポータルからＳａ

ａＳ型サービスを販売する事業者（以下「ショップ事業者」といいます）から、Ｓａａ

Ｓサービスを利用するための「場」を提供します。契約者がＪ－ＳａａＳポータルを通

じて行うショップ事業者との取引は、契約者とショップ事業者間の直接取引となり、当

社は、取引の当事者とはならず、取引に関する責任は負わないものとします。したがっ

て、取引に際して紛争が発生した場合、契約者とショップ事業者との間で解決するもの

とし、当社は、一切の責任を負わないものとします。 

 

第６章 契約者の義務等 

 

（自己責任の原則） 

第２８条 契約者は、本サービスの利用に伴い、自己の責に帰すべき事由で第三者（認定

利用者を含み、国内外を問いません。本条において以下同じとします。）に対して損害

を与えた場合、又は第三者からクレーム等の請求がなされた場合、自己の責任と費用を

もって処理、解決するものとします。契約者が本サービスの利用に伴い、第三者から損

害を被った場合、又は第三者に対してクレーム等の請求を行う場合においても同様とし

ます。 

 ２．本サービスを利用して契約者等が提供又は伝送する情報（コンテンツ）については、
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契約者の責任で提供されるものであり、当社はその内容等についていかなる保証も行わ

ず、また、それに起因する損害についてもいかなる責任も負わないものとします。 

 ３．契約者は、契約者等がその故意又は過失により当社に損害を与えた場合、当社に対

して、当該損害の賠償を行うものとします。 

 

（利用責任者） 

第２９条 契約者は、本サービスの利用に関する利用責任者をあらかじめ定めた上、第９

条所定の入力フォームに記載して当社に通知するものとし、本サービスの利用に関する

当社との連絡・確認等は、原則として利用責任者を通じて行うものとします。 

 ２．利用責任者に変更が生じた場合、当社に対し、当社所定の方法に従いＪ－ＳａａＳ

ポータル上の入力フォームに必須事項を入力する等の利用変更申込手続きを行い、速や

かに通知するものとします。 

 

（本サービス利用のための設備設定・維持） 

第３０条 契約者は、自己の費用と責任において、当社が定める条件にて契約者設備を設

定し、契約者設備及び本サービス利用のための環境を維持するものとします。 

 ２．契約者は、本サービスを利用するにあたり自己の責任と費用をもって、電気通信事

業者等の電気通信サービスを利用して契約者設備をインターネットに接続するものと

します。 

 ３．契約者設備、前項に定めるインターネット接続並びに本サービス利用のための環境

に不具合がある場合、当社は契約者に対して本サービスの提供の義務を負わないものと

します。 

 ４．当社は、当社が本サービスに関して保守、運用上又は技術上必要であると判断した

場合、契約者等が本サービスにおいて提供、伝送するデータ等について、監視、分析、

調査等必要な行為を行うことができます。 

 

（ユーザＩＤ及びパスワード） 

第３１条 契約者は、認定利用者に対して利用契約等に基づき開示する場合を除きユーザ

ＩＤ及びパスワードを第三者に開示、貸与、共有しないとともに、第三者に漏洩するこ

とのないよう厳重に管理（パスワードの適宜変更を含みます。）するものとします。ユ

ーザＩＤ及びパスワードの管理不備、使用上の過誤、第三者の使用等により契約者自身

及びその他の者が損害を被った場合、当社は一切の責任を負わないものとします。契約

者のユーザＩＤ及びパスワードによる利用その他の行為は、全て契約者による利用とみ

なすものとします。 

 ２．第三者が契約者のユーザＩＤ及びパスワードを用いて、本サービスを利用した場合、

当該行為は契約者の行為とみなされるものとし、契約者はかかる利用についての利用料

金の支払その他の債務一切を負担するものとします。また、当該行為により当社が損害

を被った場合は、契約者は当該損害を補填するものとします。ただし、当社の故意又は

過失によりユーザＩＤ及びパスワードが第三者に利用された場合はこの限りではあり

ません。 

 

（バックアップ） 

第３２条 契約者等が本サービスにおいて提供、伝送するデータ等について、当社はかか

るデータ等の保管、保存、バックアップ等に関して、一切責任を負わないものとします。 

 

（禁止事項） 

第３３条 契約者は、本サービスの利用に関して、以下の各号の行為を行わないものとし

ます。 

（１） 当社若しくは第三者の著作権、商標権などの知的財産権その他の権利を侵害

する行為、又は侵害するおそれのある行為 
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（２） 本サービスの内容や本サービスにより利用しうる情報を改ざん又は消去する

行為 

（３） 利用契約等に違反して、第三者に本サービスを利用させる行為 

（４） 法令若しくは公序良俗に違反し、又は当社若しくは第三者に不利益を与える

行為 

（５） 他者を差別若しくは誹謗中傷し、又はその名誉若しくは信用を毀損する行為 

（６） 詐欺等の犯罪に結びつく又は結びつくおそれがある行為 

（７） わいせつ、児童ポルノ又は児童虐待にあたる画像、文書等を送信又は掲載す

る行為 

（８） 無限連鎖講を開設し、又はこれを勧誘する行為 

（９） 第三者になりすまして本サービスを利用する行為 

（１０） ウィルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信又は掲載する行為 

（１１） 無断で第三者に広告、宣伝若しくは勧誘のメールを送信する行為、又は第三

者が嫌悪感を抱く、若しくはそのおそれのあるメール（嫌がらせメール)を送

信する行為 

（１２） 第三者の設備等又は本サービス用設備等の利用若しくは運営に支障を与える

行為、又は与えるおそれのある行為 

（１３） その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長す

る態様・目的でリンクをはる行為 

２．契約者は、前項各号のいずれかに該当する行為がなされたことを知った場合、又は該

当する行為がなされるおそれがあると判断した場合は、直ちに当社に通知するものとし

ます。 

３．当社は、本サービスの利用に関して、契約者等の行為が第１項各号のいずれかに該当

するものであること又は契約者等の提供した情報が第１項各号のいずれかの行為に関

連する情報であることを知った場合、事前に契約者に通知することなく、本サービスの

全部又は一部の提供を一時停止し、又は第１項各号に該当する行為に関連する情報を削

除することができるものとします。ただし、当社は、契約者等の行為又は契約者等が提

供又は伝送する（契約者の利用とみなされる場合も含みます。）情報（データ、コンテ

ンツを含みます。）を監視する義務を負うものではありません。 

 

（反社会的勢力との関係を理由とする解除） 

第３４条 契約者は、次の各号に定める事項を表明し、保証するものとします。 

（１） 自己及び自己の役員が反社会的勢力（平成 19 年 6 月 19 日付犯罪対策閣僚会

議発表の『企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針』に定義す

る「反社会的勢力」をいいます。以下同じとします。）でないこと、また反社

会的勢力でなかったこと 

（２） 自己及び自己の役員が、自己の不当な利得を企図し、又は当社に損害を加え

る目的をもって、反社会的勢力の威力等を利用しないこと 

（３） 自己及び自己の役員が反社会的勢力に対して資金を提供する等、反社会的勢

力の維持運営に協力しないこと 

（４） 自己及び自己の役員が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しな

いこと 

（５） 自己及び自己の役員が自ら又は第三者を利用して、当社に対し暴力的な要求

行為、法的な責任を超えた不当な要求を行い、当社の名誉や信用を毀損せず、

また、当社の業務を妨害しないこと 

 ２．契約者は、前項各号に違反する事実が判明した場合には、当社に直ちに通知するも

のとします。 

 ３．当社は、契約者が本条に違反した場合、催告その他何らの手続きなく直ちに本契約

の全部又は一部を解除することができるものとします。 

 ４．当社は、契約者が本条の規定に違反したことにより損害を被った場合、契約者に対
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し、前項に基づく契約解除の有無にかかわらず当該損害について損害賠償を請求できる

ものとします。 

 

（認定利用者の遵守事項等） 

第３５条 第１０条（認定利用者による利用）の定めに基づき、当社が、認定利用者によ

る本サービスの利用を承諾した場合、契約者は、認定利用者との間で、次の各号に定め

る事項を含む契約を締結し、認定利用者にこれらの事項を遵守させるものとします。 

（１） 認定利用者は、利用契約等の内容を承諾した上、契約者と同様にこれらを遵

守すること。ただし、利用規約等のうち、利用料金の支払い義務など条項の

性質上、認定利用者に適用できないものを除きます。 

（２） 契約者と当社間の利用契約が理由の如何を問わず終了した場合は、認定利用

者に対する本サービスも自動的に終了し、認定利用者は、本サービスを利用

できないこと。 

（３） 認定利用者は、第三者に対し、本サービスを利用させないこと。 

（４） 本サービスの提供に関して当社が必要と認めた場合には、契約者が、当社に

対して、必要な範囲で、認定利用者から事前の書面による承諾を受けること

なく秘密情報を開示することができること、また、当社は第２２条（再委託）

所定の再委託先に対して、再委託のために必要な範囲で、契約者から事前の

書面による承諾を受けることなくかかる秘密情報を開示することができるこ

と。ただし、当該秘密情報に関して、当社は利用規約に定める秘密情報と同

等の管理を行う義務を負うものとします。 

（５） 認定利用者は、請求原因の如何を問わず、本サービスに関して当社に損害賠

償請求等の請求を含め、一切の責任追及を行うことができないことを承諾す

るとともに、当社に対して一切の責任追及を行わないこと。 

２．契約者は、当社から受領した本サービスに関する通知その他の連絡事項に関し、認定

利用者に対し、すみやかに伝達するものとします。 

 

 

（認定利用者が利用契約に違反した場合の措置） 

第３６条 第１０条（認定利用者による利用）の定めに基づき、当社が、認定利用者によ

る本サービスの利用を承認した場合において、認定利用者が、前条第１項各号所定の条

項に違反した場合、契約者は、すみやかに当該違反を是正させるものとします。 

 ２．認定利用者が、契約者による是正を勧告した日若しくは前条第１項各号所定の条項

に違反していることを確認した日から１０日間経過後も、当該違反を是正しない場合、

当社は、次の各号に定める措置を講ずることができるものとします。 

（１） 当該認定利用者に対する本サービスの提供を停止すること 

（２） 当社と契約者の間の利用契約の全部若しくは当該認定利用者の本サービス利

用に関する部分を含め一部を解除すること 

 

第７章 当社の義務等 

 

（善管注意義務）  

第３７条 当社は、本サービスの利用期間中、善良なる管理者の注意をもって本サービス

を提供するものとします。ただし、利用契約等に別段の定めがあるときはこの限りでな

いものとします。 

 

（本サービス用設備等の障害等） 

第３８条 当社は、本サービス用設備等について障害があることを知ったときは、遅滞な

く契約者にその旨を通知するものとします。 

 ２．当社は、当社の設置した本サービス用設備に障害があることを知ったときは、遅滞
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なく本サービス用設備を修理又は復旧します。 

 ３．当社は、本サービス用設備等のうち、本サービス用設備に接続する当社が借り受け

た電気通信回線について障害があることを知ったときは、当該電気通信回線を提供する

電気通信事業者に修理又は復旧を指示するものとします。  

 ４．上記のほか、本サービスに不具合が発生したときは、契約者及び当社は、それぞれ

遅滞なく相手方に通知し、両者協議のうえ各自の行うべき対応措置を決定したうえでそ

れを実施するものとします。 

 

第８章 秘密情報等の取り扱い 

 

（秘密情報の取り扱い） 

第３９条 契約者及び当社は、本サービス遂行のため相手方より提供を受けた技術上又は

営業上その他業務上の情報のうち、相手方が特に秘密である旨あらかじめ書面で指定し

た情報で、提供の際に秘密情報の範囲を特定し、秘密情報である旨の表示を明記した情

報（以下「秘密情報」といいます。）を第三者に開示又は漏洩しないものとします。た

だし、相手方からあらかじめ書面による承諾を受けた場合及び次の各号のいずれかに該

当する情報についてはこの限りではありません。 

（１） 秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報 

（２） 秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報 

（３） 相手方から提供を受けた情報によらず、独自に開発した情報 

（４） 利用契約等に違反することなく、かつ、受領の前後を問わず公知となった情

報 

（５） 本条に従った指定、範囲の特定や秘密情報である旨の表示がなされず提供さ

れた情報 

 ２．前項の定めにかかわらず、契約者及び当社は、秘密情報のうち法令の定めに基づき

又は権限ある官公署からの要求により開示すべき情報を、当該法令の定めに基づく開示

先又は当該官公署に対し開示することができるものとします。この場合、契約者及び当

社は、関連法令に反しない限り、当該開示前に開示する旨を相手方に通知するものとし、

開示前に通知を行うことができない場合は開示後すみやかにこれを行うものとします。 

 ３．秘密情報の提供を受けた当事者は、当該秘密情報の管理に必要な措置を講ずるもの

とします。 

 ４．秘密情報の提供を受けた当事者は、相手方より提供を受けた秘密情報を本サービス

遂行目的の範囲内でのみ使用し、本サービス遂行上必要な範囲内で秘密情報を化体した

資料等（以下本条において「資料等」といいます。）を複製又は改変（以下本項において

あわせて「複製等」といいます。）することができるものとします。この場合、契約者及

び当社は、当該複製等された秘密情報についても、本条に定める秘密情報として取り扱

うものとします。なお、本サービス遂行上必要な範囲を超える複製等が必要な場合は、

あらかじめ相手方から書面による承諾を受けるものとします。 

 ５．前各項の規定にかかわらず、秘密情報の提供を受けた当事者は、第２２条（再委託）

所定の再委託先に対して、再委託のために必要な範囲で、契約者から事前の書面による

承諾を受けることなく秘密情報を開示することができます。ただしこの場合、秘密情報

の提供を受けた当事者は、再委託先に対して、本条に基づき自己が負う秘密保持義務と

同等のものを負わせるものとします。 

 ６．秘密情報の提供を受けた当事者は、相手方の要請があったときは、資料等（本条第

４項に基づき相手方の承諾を得て複製、改変した秘密情報を含みます。）を相手方に返還

し、秘密情報が契約者設備又は本サービス用設備に蓄積されている場合は、これを完全

に消去するものとします。 

 ７．本条の規定は、利用契約終了後、３年間有効に存続するものとします。 

 

（個人情報の取り扱い） 
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第４０条 当社は、本サービス遂行のため契約者等より提供を受けた営業上その他業務上

の情報に含まれる個人情報（個人情報の保護に関する法律に定める「個人情報」をいい

ます。具体的には、契約者等に関する情報であって、企業名、氏名、、住所、電話番号、

ｅ－ｍａｉｌアドレス、その他属性情報、Ｊ－ＳａａＳポータルにおける購入履歴やそ

の他利用に関する情報、及びサービス利用履歴その他サービス利用に関する情報をいい

ます。以下同じとします。）を以下の目的で使用し第三者に開示又は漏洩しないものと

するとともに、個人情報に関して個人情報の保護に関することを含め関連法令を遵守す

るものとします。 

（１）本サービスの遂行 

（２）製品、サービスに関する情報提供 

（３）メールマガジンの送付 

（４）アンケート調査の実施、分析 

（５）お問い合わせへの回答 

（６）契約者等の地域、業種等による利用傾向分析 

上記利用目的のため、当サイトでは一部のコンテンツでクッキー（Cookie）を利用し

ます。クッキーとは利用者が当サイトをご覧になったという情報を、その利用者のコ

ンピュータ内に記憶させておく機能です。 

 ２．前項の定めにかかわらず、当社は、契約者等より提供を受けた個人情報を、以下の

各号の者に対し、以下の各号の目的で提供することがあります。 

（１） サービス事業者 契約者等へのＳａａＳ型サービス提供に関する問合わせ対

応のため 

（２） ショップ事業者 契約者との利用契約等締結、収納代行事業者への請求代

行及び代金回収依頼、代金回収内容確認のため 

（３） 収納代行業者 契約者への代金請求及び代金回収業務のため 

 ３．個人情報の取り扱いについては、前条（秘密情報の取り扱い）第３項乃至第６項の

規定を準用するものとします。 

４．個人情報に関するお問い合わせ、苦情、相談受付窓口は、以下のとおりとします。 

   富士通株式会社 J-SaaS サポートデスク  

    住所：〒144-8588 東京都大田区新蒲田 1-17-25 富士通ソリューションスクエア 

    電話番号：03-5950-9231 e-mail：supportdesk@j-saas.jp 

 

第９章 その他 

 

（損害賠償）  

第４１条 債務不履行責任、不法行為責任、その他法律上の請求原因の如何を問わず、本

サービス又は利用契約等に関して、当社は契約者に対して一切の責任を負わないものと

します。 

 

（サービスレベル） 

第４２条 当社は、別紙Ａ記載の「サービスレベル指標」（以下「サービスレベル指標」と

いいます。）の基準を満たすよう、商業的に合理的な努力を払って本サービスを提供し

ます。 

 ２．当社は、サービスレベル指標を随時変更することがあります。なお、この場合には、

サービスレベル指標の内容は、変更後の新サービスレベル指標を適用するものとします。 

 ３．当社は、前項の変更を行う場合は、３０日間の予告期間をおいて、変更後の新サー

ビスレベル指標の内容を契約者に通知するものとします。 

 ４．当社は、本サービスに関しサービスレベル指標のサービス稼働率の結果を、１か月

に１回、別途当社の定めるホームページに掲示することにより契約者に報告するものと

します。 

 ５．サービスレベル指標に記載するサービスレベル指標値を下回った場合でも当社は、



Ｊ-ＳａａＳポータル利用規約 

J-SaaS事業規約01-01.2版 13 

損害賠償その他いかなる責任も負わないものとします。 

 ６．当社は、サービスレベル指標を達成できなかった場合には、本サービスを実施する

ためのシステム及び人員による可能な範囲にて、当社所定の改善努力を行います。 

 ７．サービスレベル指標は、利用契約等で除外されている一切のサービス及び免責事項

に起因して生じた一切の問題には適用されません。 
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附 則（平成２３年 ８月 ３１日） 

 

 この変更後の利用規約は、平成２３年 １０月 ３日より適用されます。 

 

以 上



Ｊ-ＳａａＳポータル利用規約 

J-SaaS事業規約01-01.2版 15 

 

別紙Ａ 第１９条（本サービスの種類と内容）、第２１条（サポート）、第４２条（サービス

レベル）関係 

 

サービスの種類及び内容は以下のとおりとします。 

１．本サービスの種類及び内容 

本サービスの種類及び内容は以下のとおりとし、詳細は当社が契約者に提供する利用マニ

ュアルによるものとします。 

 

（１）契約者向けサービス 

①Ｊ－ＳａａＳポータルサービス 

・Ｊ－ＳａａＳポータルで提供されるＳａａＳ型サービスの利用申込受付 

・Ｊ－ＳａａＳポータルで提供されるＳａａＳ型サービスの利用接続 

 

②データ連携サービス 

・Ｊ－ＳａａＳポータルで提供されるＳａａＳ型サービス間でのデータ連携 

 

（２）認定利用者向けサービス 

契約者向けサービスと同じ 

 

２．本サービス利用可能時間 

２４時間、３６５日 

ただし、利用変更申請の手続きなど、人手を介する作業部分の時間は以下のとおり。 

月曜日から金曜日（土日祝日及び休業日を除く） 

９：００～１７：００ 

  なお、第１２条に基づき、本サービスの提供を一時的に中断することがあります。 

 

３．サポートサービス 

当社が提供するサポートサービスの内容は以下のとおりとします。 

（１）内容と種類 

・Ｊ－ＳａａＳポータルサービスの利用方法に関する質問への回答及び助言 

 

（２）サービス窓口（連絡先） 

Ｊ－ＳａａＳサポートデスク 

（電話） ０３－５９５０－９２３１ 

（電子メールアドレス） supportdesk@j-saas.jp 

 

（３）サービス時間 

受付時間：月曜から金曜日（土日祝日及び休業日を除く） 

 （電話）９：００～１７：００ 

 （メール）２４時間３６５日 

 

４．契約者設備に関する仕様 

契約者は、以下の仕様を充たす契約者設備を設定・維持するものとします。 

 

（１）動作環境 

・CPU：400MHz 以上のプロセッサ 

・メモリ容量：512Mb 以上 

・オペレーティングシステム：Windows Vista/XP(Home Edition/Professional は SP2 以

上)/2000Professional (SP4) 
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・インターネットブラウザ：Microsoft Internet Explorer 6 および 7  

・cookie を受け付けること 

 

（２）電気通信回線 

・インターネット接続 512Kbps 以上 

 

５．セキュリティ 

当社は本サービス用設備等に関し、以下の措置を講じるものとします。 

 

（１）データ通信時のセキュリティ確保 

① クライアントＰＣとデータセンタ間の通信はＳＳＬ等を使用し、データの盗聴、改

ざんを防止 

 

（２）データセンタのネットワークセキュリティ確保 

① サーバ構成は利用者にサービスを提供する公開層、利用者のデータを保存する業務

層の２層とし、業務層をインターネットから隠蔽 

② インターネットとサーバの間にファイアウォール（ＦＷ）を設置し、外部からの不

正な攻撃等を防御 

③ 侵入検知システム（ＩＤＳ）を設置し、ＦＷでは防ぎきれない未知の攻撃等を検知 

④ ログ管理（不正アクセスの防止）を実施 

 

（３）データセンタのサーバセキュリティ確保 

① ウイルス検知ソフトを常駐し、定期的にアップデートすることでウイルスからの攻

撃を防御 

② 定期的にＯＳのアップデートを行い、脆弱性による攻撃等を防御 

 

（４）データセンタのデータセキュリティ確保 

① ログインＩＤやパスワード等特に重要なデータについては暗号化等を行い、格納デ

ータの盗聴、盗難、改ざんを防止（注）。 

注： 財務・会計等の企業の基幹システムについては、必達であるが、グループウェア

等の情報を扱うアプリの場合、個別の事情を勘案して、変更することが可能 

② 外部記憶媒体等にデータベースのバックアップを行い、サーバ障害等によるデータ

の消失を防止 

 

（５）データセンタの物理的セキュリティ確保 

① 建物への入館は社員証等のＩＣカード等による認証実施 

② サーバルームへの入室は事前の申請、及びデータセンタで貸与するＩＣカード等に

よる認証を実施 

③ サーバラックは常時施錠し、鍵で施錠する場合、鍵はデータセンタで管理 

④ 建物内部は監視カメラを設置し、不正侵入等を防御 

⑤ 有人による巡回監視を行い侵入や破壊等を防御 

 

６．データセンタの運用確保 

① 原則として各サーバを２台以上で構成し、サーバ故障等によるサービスの停止を防

止（なお、データに関しては、随時冗長性を確保した書き込みを実施）。 

② ネットワークを二重化し、ネットワーク機器故障によるサービス停止を防止 

③ 冗長化されたインターネットとの接続回線を確保 

④ データセンタに無停電電源装置（ＣＶＣＦ）を設置し、停電によるサービスの停止

を防止 

⑤ サーバの稼働状況について、２４時間３６５日、監視ソフトを用いた有人による監
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視を実施 

⑥ 緊急時対応計画の策定 

 

７．ハードウェアの保守面 

① データセンタ内のストックヤードに不具合によりシステムダウンにつながる主要

部品の在庫を所有 

② 主要部品の補充をメーカ等のパーツセンタから迅速に実施 

③ データセンタ内にハード保守要員が２４時間常駐し、主要部品の交換を迅速に実施 

 

８．サービスレベル指標 

・サービス時間： ２４時間３６５日（保守等計画停止を除く） 

・サービス稼働率：（年間） ９９．６％ 

・サポート時間： 

 受付時間：（電話）９：００～１７：００ 土日祝日及び休業日を除く 

（メール）２４時間３６５日 

・平均仮復旧時間： ６時間 

・システム監視基準： １時間毎の稼働確認（Ｈ／Ｗ、ネットワーク） 

・バックアップの方法： データ消失等に備え、適宜バックアップを実施 

・サービス解約後の顧客データの取り扱い： 漏えい等が発生しないように削除を行う等、

適切に管理 

・セキュリティ要件（公的認証取得の要件）： ＩＳＭＳ認証取得、プライバシーマーク

取得 

・セキュリティ要件（アプリケーションに関する第三者評価）： 年１回、サービスの脆

弱性に関する評価を行い、指摘事項があった場合は対策を実施する。また指摘事項が重

度のものについては、対策結果（対策が長期にわたる場合は対応状況）を、利用者に報

告する。 

 

以 上 
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別紙Ｂ 料金表 

 

 

①共通ポータルサービス 

 無償とします。 

 

②データ連携サービス 

 無償とします。 

 

以 上 


